
資料１　使用料・手数料の見直し案（概要）

１　はじめに

２　見直しの対象 ３　今後の取組

◆パブリックコメント（11月21日～12月29日）

※あわせて説明会等を実施

　・全体説明会（２回）、個別説明会（各施設）

◆取組指針の対象 … 公の施設の使用料及び手数料 　・附属機関等への説明

○使用料 専用使用料 　９９施設 １，１４３項目

個人使用料 ４０施設 ２６４項目

機械使用料 ２施設 ７４項目

○手数料 １，０７３項目

◆取組指針の対象外 … 法令等により独自の料金設定が困難なもの、

　　　　　　　　　  　収支計画に基づき算定されるもの　など

○使用料 専用使用料 ２施設 １１項目

（総合防災センター・北消防署）

個人使用料 １施設 ６項目

（旭山動物園）

　本市が定める「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）では、使用料・手数料について、受益者負担の原則に基づき、受益者に対しそ

の受益に応じた一定の負担を求めることにより、サービスを利用する方と利用しない方との負担の公平性を確保するという観点から、４年を目途に

必要な見直しを行うことを基本としています。

　前回の見直しは令和２年４月に行っているため、令和６年度が取組指針に基づく次の見直し時期でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、料金設定のための適切なコスト算定ができなかったことから実施を見送り、今回、令和８年１０月からの新料金適用に向けて、次のとおり使用

料・手数料の見直し案を作成しました。住民センターや公民館、スポーツ施設などの使用料や、ごみ処理（指定ごみ袋の料金等）や建築許認可申請

などの手数料といった取組指針の対象項目全般について見直しを行います。

　取組指針の対象である使用料・手数料のほか、一部、対象外の使用

料についてもこれに準じて料金算定を行い、あわせて見直します。

～２月中旬 修正案の取りまとめ

～３月下旬 附属機関での調査審議など

～４月下旬 最終案の取りまとめ

６月 議会への関連議案の提案

令和８年１０月 新料金適用

※時期の例外 旭山動物園入園料 令和９年４月の新シーズン

指定ごみ袋、粗大ごみ処理手数料

令和９年４月１日 など
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４　料金の算定方法

◆使用料の算定

①　過去３年（R4～R6）の実績を基に、施設の運営にかかった対象コストを算出します。

②　①のコストのうち、サービスに応じて設定した受益者負担割合分が受益者負担コストとなります。

③　貸室などの専用使用料は、②から「１時間・１㎡単価」を算出し、面積と時間を掛けて算定します。

④　入館料などの個人使用料は、②から「１日当たりのコスト」を算出し、１日平均利用者数で割って算定します。

⑤　③や④は一般利用の料金や大人料金です。施設によっては、設置目的や利用者に応じた料金を設定します。

　　なお、「機械使用料」は、手数料と同様に１件当たりの処理にかかった事務経費と人件費の合計から算定します。

⇒新料金案は資料２

○施設の設置目的に応じた料金設定などの例
〇主な無料施設 　・ときわ市民ホールの高齢者等（一般の3分の1）
　・老人福祉センター 　・市民活動交流センターの市民活動団体（一般の2分の1）

サービスの性質 　・いきいきセンター 　・障害者福祉センターの障害者（一般の3分の1）

に応じて設定 　（高齢者等の平日日中の個人使用） 　・北彩都こども活動センターの青少年等（一般の3分の1）
　・児童館（児童等）　など

◆手数料の算定

・過去３年（R4～R6）の実績を基に、１件当たりの処理にかかった事務経費と人件費の合計から算定します。

（し尿処理手数料など６項目では、資本的経費を加えています。）

・受益者のコスト負担割合は、全て１００％です。
⇒新料金案は資料３
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５　見直しの内容 ７　改定時期等を今後検討するもの

※２種類の使用料がある施設があるため、施設数の合計は一致しません。

◆手数料

６　減免制度の在り方を今後検討するもの

　生活保護世帯に対する一般廃棄物処理手数料（ごみ処理手数料（燃

やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ）、し尿処理手数料など）の

減免は、これらの経費が生活保護世帯に支給される生活扶助に含まれ

ていると考えられることや、負担の公平性、他市の減免の状況などを

勘案しながら、制度の在り方について今後検討を進めます。

　本市が設置しているパークゴルフ場は、現在市内に１９施設ありま

す。年間利用者数は、平成２７年度は２４万２千人でしたが、令和６

年度は１０万３千人で、この１０年間で５割以下となり、本市の公共

施設の中でも利用者数の減少が特に大きな施設となっています。

　パークゴルフは誰もが気軽に楽しめ、高齢者等の健康増進やコミュ

ニティ形成にも寄与するスポーツですが、利用者数が大きく減少して

いることや、施設の維持管理経費が年々増加していることから、今後

の持続可能な運営に向けて、施設の集約化など、パークゴルフ場全体

の在り方について、早期に検討する必要があります。

　こうした状況を踏まえ、パークゴルフ場については、今回料金改定

を行わず、将来の施設の在り方と併せて、改定時期等についても今後

検討を進めます。
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